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１．2025年３月期第３四半期の連結業績（2024年４月１日～2024年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 4,963,319 △2.8 311,065 △18.7 348,724 △32.7 243,159 △30.8
2024年３月期第３四半期 5,105,058 △11.7 382,534 － 518,457 － 351,367 －

(注) 包括利益 2025年３月期第３四半期 263,585百万円( △46.9％) 2024年３月期第３四半期 496,501百万円(－％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2025年３月期第３四半期 151.78 49.27
2024年３月期第３四半期 219.31 71.19

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2025年３月期第３四半期 14,550,112 3,801,185 25.9
2024年３月期 14,595,480 3,538,022 24.1

(参考) 自己資本 2025年３月期第３四半期 3,774,259百万円 2024年３月期 3,511,263百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2024年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
2025年３月期 － 0.00 －
2025年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2025年３月期の連結業績予想（2024年４月１日～2025年３月31日）

2024年度の業績予想については、合理的な数値の算出が困難であるため、現時点で未定としております。今後、業績予

想の算定が可能となった段階でお知らせいたします。なお、フリー・キャッシュ・フローについては、投資を厳選して

いるものの、原子力関連の投資先行や、送配電部門におけるレベニューキャップ制度の第一規制期間で、制度で想定さ

れていない物価上昇により、一部費用の回収ができていないことなどの要因により、引き続きマイナスを見込んでおり

ます。当社は、福島責任貫徹のための資金確保に向け、一層の投資精査・経営効率化を図ると同時に、確実に投資回収

が図れるよう、必要な取り組みを進めてまいります。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 ： 無

新規 － 社（社名） 、除外 － 社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2025年３月期３Ｑ 1,607,017,531株 2024年３月期 1,607,017,531株

② 期末自己株式数 2025年３月期３Ｑ 4,933,758株 2024年３月期 4,909,838株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2025年３月期３Ｑ 1,602,093,674株 2024年３月期３Ｑ 1,602,135,514株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は
監査法人によるレビュー

： 有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・四半期決算補足説明資料については、2025年１月30日に当社ホームページに掲載しております。

（https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/presentation/index-j.html）



（参考）種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

Ａ種優先株式

2024年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2025年３月期 ― 0.00 ―

2025年３月期(予想) 0.00 0.00

Ｂ種優先株式

2024年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2025年３月期 ― 0.00 ―

2025年３月期(予想) 0.00 0.00

（注）上記のＡ種優先株式及びＢ種優先株式は、2012年７月に発行しております。
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１．経営成績等の概況

当四半期連結累計期間の経営成績等の概況

当該内容は、2025年１月30日に当社ホームページに掲載の「決算概要」において記載しております。

（ＵＲＬ https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2503q3gaiyou-j.pdf）
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

資産の部

固定資産 11,972,501 12,128,558

電気事業固定資産 5,640,557 5,623,482

水力発電設備 389,485 397,548

原子力発電設備 1,024,768 881,487

送電設備 1,349,427 1,427,315

変電設備 632,126 650,524

配電設備 2,110,196 2,139,445

その他の電気事業固定資産 134,551 127,159

その他の固定資産 269,795 385,578

固定資産仮勘定 1,877,056 1,861,246

建設仮勘定及び除却仮勘定 1,456,980 1,419,559

原子力廃止関連仮勘定 89,693 111,304

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 330,382 330,382

核燃料 579,366 568,116

装荷核燃料 81,133 81,541

加工中等核燃料 498,233 486,574

投資その他の資産 3,605,725 3,690,134

長期投資 136,614 152,994

関係会社長期投資 1,728,705 1,847,480

未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 603,532 465,595

廃炉等積立金 673,173 712,208

退職給付に係る資産 186,359 192,485

その他 278,410 320,197

貸倒引当金（貸方） △1,070 △827

流動資産 2,622,978 2,421,553

現金及び預金 1,242,542 922,947

受取手形、売掛金及び契約資産 636,302 639,188

棚卸資産 121,615 149,089

その他 636,408 724,658

貸倒引当金（貸方） △13,890 △14,331

合計 14,595,480 14,550,112



東京電力ホールディングス㈱ (9501) 2025年３月期 第３四半期決算短信

― 4 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

負債及び純資産の部

固定負債 6,386,451 6,305,966

社債 3,065,000 3,200,000

長期借入金 66,406 55,496

未払廃炉拠出金 － 635,027

特定原子力施設炉心等除去準備引当金 11,277 －

特定原子力施設炉心等除去引当金 160,572 169,014

災害損失引当金 582,837 586,091

原子力損害賠償引当金 642,910 554,598

退職給付に係る負債 309,783 300,406

資産除去債務 1,086,530 340,264

その他 461,133 465,066

流動負債 4,671,006 4,442,959

１年以内に期限到来の固定負債 542,243 584,162

短期借入金 2,636,216 2,610,843

支払手形及び買掛金 388,920 482,302

未払税金 90,079 105,203

その他 1,013,546 660,447

負債合計 11,057,458 10,748,926

株主資本 3,257,632 3,500,871

資本金 1,400,975 1,400,975

資本剰余金 756,317 756,315

利益剰余金 1,108,857 1,352,115

自己株式 △8,516 △8,534

その他の包括利益累計額 253,630 273,387

その他有価証券評価差額金 27,319 23,224

繰延ヘッジ損益 39,840 44,579

土地再評価差額金 △2,926 △2,926

為替換算調整勘定 169,573 192,809

退職給付に係る調整累計額 19,824 15,701

非支配株主持分 26,759 26,926

純資産合計 3,538,022 3,801,185

合計 14,595,480 14,550,112
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(2023年４月１日から
2023年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

営業収益 5,105,058 4,963,319

電気事業営業収益 4,712,277 4,560,506

その他事業営業収益 392,781 402,813

営業費用 4,722,524 4,652,254

電気事業営業費用 4,352,549 4,275,681

その他事業営業費用 369,975 376,572

営業利益 382,534 311,065

営業外収益 195,122 112,899

受取配当金 575 679

受取利息 543 1,814

持分法による投資利益 180,232 94,213

その他 13,770 16,192

営業外費用 59,199 75,240

支払利息 43,184 51,094

その他 16,015 24,146

四半期経常収益合計 5,300,181 5,076,219

四半期経常費用合計 4,781,723 4,727,494

経常利益 518,457 348,724

特別損失 108,740 64,750

原子力損害賠償費 108,740 64,750

税金等調整前四半期純利益 409,717 283,974

法人税、住民税及び事業税 54,823 40,032

法人税等調整額 1,674 113

法人税等合計 56,498 40,145

四半期純利益 353,218 243,828

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,850 669

親会社株主に帰属する四半期純利益 351,367 243,159
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(2023年４月１日から
2023年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

四半期純利益 353,218 243,828

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,291 146

繰延ヘッジ損益 － 582

為替換算調整勘定 8,179 2,088

退職給付に係る調整額 7,051 △2,885

持分法適用会社に対する持分相当額 126,760 19,824

その他の包括利益合計 143,282 19,757

四半期包括利益 496,501 263,585

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 494,651 262,917

非支配株主に係る四半期包括利益 1,850 668
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り

(1) 災害損失引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第３四半期連結会計

期間末における見積額を計上しています。

災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりです。

① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子

力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（2011年12月21日）が策定され（2019年12月27日最終改

訂）、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2024」

（2024年３月28日改訂）を策定しています。

これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策

内容に基づく見積額を計上しています。ただし、原賠機構法第55条の９第２項の承認の申請をした廃炉等積立

金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいません。

通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上していま

す。

なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関す

る具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断

となります。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づ

き計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第３四半期連結会計期間末の合理的な

見積りが可能な範囲における概算額を計上しています。

② 福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用

今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額（割引率4.0％）を

計上しています。

なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示しています。

(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の９

第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上

しています。

(3) 廃炉等積立金

原賠機構法第55条の３第１項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下、「機構」という。）よ

り通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上しています。

なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原

賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものです。
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２．福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償

(1) 原子力損害賠償引当金

① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要す

る費用に備えるため、当第３四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上してい

ます。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関

する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請

求実績や客観的な統計データ等に基づいています。

なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被

害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第３四半期連結会計期間末に

おける合理的な見積額を計上しています。

② 除染に係る引当金の相殺表示

原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第３四半期

連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示

しています。

具体的には、当第３四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円

及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務（2015年１月１日以降に債務認識したも

の）に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,479,663百万円は、未収原賠・廃炉

等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除しています。

(2) 原子力損害賠償費

賠償及び除染に係るもの

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に

基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上して

います。

(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金

資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと

とされていますが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員

会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していません。

３．原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止

した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組み

を通じて回収することとなります。

(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却

当社は2019年７月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所１～４号機の廃止を決定したことから、同

日、電気事業会計規則第28条の５第２項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同

年８月19日に承認されました。

また、2024年４月１日にＧＸ脱炭素電源法及びＧＸ脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金

省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。

これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用

に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からＧＸ脱炭素電源法改正省令施行日の前

連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上しています。

原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第８条の規定及びＧＸ脱炭素電源法改正省令附則第９条の

規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却しています。
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(2) 廃炉円滑化負担金

電事法施行規則第45条の21の12の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当

額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年７月22日に承認され、東京電力パワー

グリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の11の規定に基づき、

2020年10月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行

っています。

一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収

益として計上しています。

４．ＧＸ脱炭素電源法の施行に伴う電気事業会計規則の改正

2024年４月１日にＧＸ脱炭素電源法及びＧＸ脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃

止され、電気事業会計規則が改正されました。

原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除

去債務相当資産について、資産除去債務適用指針第８項を適用し、解体引当金省令の規定に基づき、経済産業大臣の

承認を受けた原子力発電施設解体費の総見積額を、発電設備の見込運転期間にわたり定額法で費用計上する方法（エ

ネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大

臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわた

り定額法で費用計上する方法）によっていましたが、ＧＸ脱炭素電源法改正省令の施行日以降は、ＧＸ脱炭素電源法

第３条の規定による改正後の改正再処理法第11条第２項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上すること

となりました。

なお、福島第一原子力発電所については、原子炉等規制法第64条の２第１項に規定する特定原子力施設として指定

されており、改正再処理法第２条第５項に規定する「廃炉」の対象外です。

原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負ってい

ましたが、ＧＸ脱炭素電源法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対して廃炉拠出金を納付するこ

とで費用負担の責任を果たすこととなり、同機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負う

こととなりました。

これにより、当第３四半期連結会計期間において、資産除去債務相当資産120,021百万円及び資産除去債務746,414

百万円を取り崩しています。

ＧＸ脱炭素電源法附則第10条第１項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため同機構に支払わなけれ

ばならない金銭の総額662,589百万円は、ＧＸ脱炭素電源法改正省令附則第７条の規定により未払廃炉拠出金に計上

し、その額を費用として計上していますが、同規定により、資産除去債務を取り崩した額は当該費用から控除してい

ます。これによる損益への影響はありません。また、このうち27,562百万円を１年以内に期限到来の固定負債に振り

替えています。

また、ＧＸ脱炭素電源法改正省令附則第８条の規定により36,197百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上していま

す。
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（四半期連結貸借対照表に関する注記）

原子力損害の賠償に係る偶発債務

前連結会計年度（2024年３月31日）

多核種除去設備等処理水（ＡＬＰＳ処理水）の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を

講じてもなお、ＡＬＰＳ処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する

方針を公表しています。

その後、2023年８月24日よりＡＬＰＳ処理水の放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害

が発生していますが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償

請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることがで

きません。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の

下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握で

きる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができま

せん。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金

援助を行うこととされています。

当第３四半期連結会計期間（2024年12月31日）

多核種除去設備等処理水（ＡＬＰＳ処理水）の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による

損害が発生していますが、当第３四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなど

から、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見

積もることができません。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の

下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当第３四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容

等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もるこ

とができません。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金

援助を行うこととされています。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

前第３四半期連結累計期間
(2023年４月１日から
2023年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

減価償却費 265,360百万円 272,009百万円
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（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年12月31日まで)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)
ホール

ディングス

フュエル

＆パワー

パワー

グリッド

エナジー

パートナー

リニューアブ

ルパワー

売上高

外部顧客への売上高 85,342 2,917 813,962 4,190,238 12,597 5,105,058 － 5,105,058

セグメント間の内部

売上高又は振替高
336,320 － 804,652 62,303 112,579 1,315,856 △1,315,856 －

計 421,663 2,917 1,618,614 4,252,542 125,177 6,420,914 △1,315,856 5,105,058

収益の分解情報(注３)

顧客との契約から

生じる収益
421,663 2,917 1,612,987 3,863,398 125,177 6,026,143

電気事業営業収益 312,135 2,917 1,553,915 3,602,571 124,233 5,595,773

ガス供給事業営業

収益
－ － － 201,832 － 201,832

その他事業営業収益 109,527 － 59,071 58,994 943 228,538

顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
0 － 5,626 389,144 － 394,771

計 421,663 2,917 1,618,614 4,252,542 125,177 6,420,914 △1,315,856 5,105,058

セグメント利益 64,477 151,680 184,046 222,802 43,773 666,780 △148,322 518,457

(注) １．セグメント利益の調整額△148,322百万円には、セグメント間の受取配当金消去△153,752百万円等が含まれ

ています。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

３．「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事

業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金

（以下、「当該補助金」という。）394,771百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表

示しています。内訳は、「ホールディングス」が０百万円、「パワーグリッド」が5,626百万円、「エナジ

ーパートナー」が389,144百万円です。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約か

ら生じる収益との区分表示はしていません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(2024年４月１日から2024年12月31日まで)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)
ホール

ディングス

フュエル

＆パワー

パワー

グリッド

エナジー

パートナー

リニューアブ

ルパワー

売上高

外部顧客への売上高 87,921 2,836 885,801 3,919,577 67,182 4,963,319 － 4,963,319

セグメント間の内部

売上高又は振替高
436,781 － 835,403 143,277 98,397 1,513,860 △1,513,860 －

計 524,703 2,836 1,721,204 4,062,855 165,580 6,477,179 △1,513,860 4,963,319

収益の分解情報(注３)

顧客との契約から

生じる収益
524,703 2,836 1,720,594 3,925,712 165,580 6,339,427

電気事業営業収益 405,643 2,836 1,651,373 3,662,823 162,717 5,885,394

ガス供給事業営業

収益
－ － － 206,564 － 206,564

その他事業営業収益 119,059 － 69,221 56,324 2,862 247,467

顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
－ － 610 137,142 － 137,752

計 524,703 2,836 1,721,204 4,062,855 165,580 6,477,179 △1,513,860 4,963,319

セグメント利益 131,213 50,742 104,281 154,619 51,567 492,425 △143,701 348,724

(注) １．セグメント利益の調整額△143,701百万円には、セグメント間の受取配当金消去△141,028百万円等が含まれ

ています。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

３．「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び

「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行ってお

り、その原資として受領する補助金（以下、「当該補助金」という。）137,752百万円を「顧客との契約以

外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が610百万円、「エナジー

パートナー」が137,142百万円です。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約か

ら生じる収益との区分表示はしていません。
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（収益認識関係に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等の注記）」に記載のとおりです。

本文中で用いた法令等の略称

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

原子力損害に関する中間指針
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針（平成23年８月５日）

放射性物質汚染対処特措法

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に

関する特別措置法（平成23年８月30日 法律第110号）

電気事業会計規則 電気事業会計規則（昭和40年 通商産業省令第57号）

補償契約法
原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和36年６月17日 法律第148

号）

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年６月17日 法律第147号）

ＧＸ脱炭素電源法
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法

等の一部を改正する法律（令和５年 法律第44号）

ＧＸ脱炭素電源法改正省令

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

（令和６年 経済産業省令第21号）

解体引当金省令
原子力発電施設解体引当金に関する省令（平成元年 通商産業省令第30

号）

電事法施行規則改正省令
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年 経済産業省令

第77号）

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）

原子炉等規制法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年６月

10日 法律第166号）

資産除去債務適用指針
資産除去債務に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第21

号 平成23年３月25日）

改正再処理法
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関す

る法律（平成17年 法律第48号）
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年２月13日

東京電力ホールディングス株式会社

取締役会 御 中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 春 日 淳 志

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 田 昌 泰

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 前 川 和 之

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2024年４月１

日から2025年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2024年10月１日から2024年12月31日まで）及び

第３四半期連結累計期間（2024年４月１日から2024年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

強調事項

１．「四半期連結財務諸表に関する注記事項 四半期連結貸借対照表に関する注記 原子力損害の賠償に係る偶発債務

当第３四半期連結会計期間」に記載されているとおり、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を開始して以降、外国政府から

の輸入停止措置等による損害が発生しているが、当第３四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認

できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、そ

の賠償額を合理的に見積もることができない。

また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年８月30日 法律第110号）に基づき講ぜられ

る廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当

第３四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について

国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

なお、係る原子力損害の賠償に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構

法」（平成23年８月10日 法律第94号）に基づき、申請のあった原子力 事業者に対し必要な資金援助を行うことと

されている。
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２．「四半期連結財務諸表に関する注記事項 追加情報 １．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向

けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事

故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性がある。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国におい

て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項

に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の 執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四

半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会

計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作

成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論

又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項

及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作

成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータ及びＨＴＭＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。


